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①活動の動機・機縁
（何を理由に開始することになったのか？）

　SOTO禅インターナショナルが実行委員会として係
わってきたゆめ観音実行委員会では、10年前より大船
観音寺（鎌倉市岡本）においてゆめ観音アジアフェス
ティバルを開催してきました。
　ゆめ観音アジアフェスティバル10周年の記念の年に、
スタッフの発案により「100万人のキャンドルナイト」に
参加することとなりました。

　キャンドルナイト（Candle-Night）は、照明を消し、

キャンドル（蝋燭）を灯して過ごそうという運動をいう。

スローライフ運動の一つ。

　近年は、「100万人のキャンドルナイト」（「1000000

人のキャンドルナイト」という表記の場合もある）と

銘打ち、2003年の夏至（同年6月22日）に第1回

が行われ、以降夏至と冬至を中心とした期間の夜（日

本時間20:00 ～22:00）に行われ、日本各地でさま

ざまなイベントが行われる。過去の100万人のキャン

ドルナイトでは東京タワーなどの施設において消灯が

行われた。 　2004年には運動が評価され、グッド

デザイン賞（新領域デザイン部門）を受賞した。

　世界規模で展開されるキャンドルナイトは公式フォト

コンテストを行うほどの盛況を見せている。 ただのイ

ベントとして本来の意味を見失ってしまうという意見も

出ている。（Wikiペディア）

　いくら盛大に開催したとしても、単にイベントとし
て終ってしまっては本末転倒であり、得るものはあり
ません。
　そこで、原点に立ち戻り、大船観音寺ならではの
「キャンドルナイト」を行っていこうというのが、機縁で
す。曹洞宗では、人権・平和・環境をテーマとして実
践活動を展開しています。
　また、「灯」をもって供養することは華・香と並ぶ供
養の基本のひとつであり、その灯供養を代表するもの
がロウソクです。
　大船観音寺は、世界の恒久平和を願い建立され、境

内には「原爆被災祈念碑」や「戦没慰霊碑」などの戦
争による犠牲者を弔う碑が並び、「広島原爆の残り火」
が大切に受継がれ灯されています。
　通常、キャンドルナイトはそれぞれのキャンドルにラ
イターやマッチなどで火を灯していきますが、そうでは
なく、境内の「原爆の火」を採火し、境内に並べられ
たロウソクに点火していき、平和の意味を考える機にし
たいと考えました。

②活動するための手続き
（特に官公庁への手続き）

　大船観音寺の「原爆被災祈念碑」やならびに「原爆
の火」は、神奈川県原爆被災者の会により管理されて
います。
　原爆の火は、原爆投下から45年の平成2年、神奈
川県原爆被災者の会により、九州・星野村より分火さ
れ、この大船観音寺の境内に灯されつづけています。
　今回、大船観音寺のキャンドルナイトにおいて、この
原爆の火を使用するにあたり、大船観音寺境内のみで
の使用ということを条件に、許可をいただきました。
　また、採火にあたっては、神奈川県原爆被災者の会
より立会いをいただくこととなりました。

　大船観音寺には、境内に原爆の火が灯されているた
め、このような原爆の火をキャンドルナイトに灯すこと
ができました。
　では、原爆の
火を持たない寺院
では、このような
催しは不可能かと
いうと、そうでは
ありません。その
方法を具体的にご
紹介いたします。

　大船観音寺の
原爆の火はもとよ
り、全国各地の原
爆の火は全て九
州福岡県・星野村

広島原爆の残り火・平和の火をひろげるために
ＳＺＩ事務局長　亀 野 哲 也
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の「平和の塔」の「平和の火」が由来です。そこから
火を戴くことが可能なのです。
　まずは、星野村へ「平和の火使用許可申請書」を
以って申請を行うことが必要です。
　いくつか条件がありますので列記してみます。

■用語の説明
（１）採火　平和の塔の火を一時的に他の燃焼しよ

うとするもの及び用具へ点火する行為をいう。
（２）分火　平和の塔の火を採火し、事後永続して

燃焼させることを目的とする行為をいう。
■分火または採火の目的
（１）平和事業または平和教育
（２）スポーツの振興
（３）地域交流
（４）その他、村長が特に認めたもの
■申請団体
（１）国または地方公共団体
（２）国または地方公共団体が構成員となっている

団体
（３）その他学校法人および宗教法人または平和団

体等で特に村長が定めたもの
■権利譲渡の禁止
　平和の火の使用許可を受けたものは、使用する権
利を譲渡し、または貸与してはならない

（星野村平和の塔の設置及び管理に関する条例施行
規則より抜粋）

　ここで、申請団体としての条件に宗教法人が明記さ
れておりますので、「寺院」による「採火」申請は比較
的簡単に受理されるものと思われます。
　申請を行い、受理された際には、平和の火使用に関
する確約書に署名捺印することになります。
　その使用許可条件は次のようなものです。

（１）行事開始時に「平和の火」の由来、主旨の説
明を十分行うこと。

（２）許可した「平和の火」は目的以外には使用で
きない。

（３）許可した「平和の火」から再分火はできない。
（４）「平和の火」は行事終了後に消火すること。
（５）「平和の火」は常に善良な管理を行うこと。

というものです。

　「平和の火使用許可申請所」の様式を文末にご紹介
しています。
　申請先は星野村役場総務グループです。

③実際に活動するに当たってかかる費用
（可能な限りで）

　平和の火の採火は、星野村平和の塔の設置及び管
理に関する条例　第6条により無料と規定されてい
ます。
　ただし、採火にあたっては、責任者が星野村へ出向
いて、村役場職員立会いのもと、採火を受ける必要が
あります。
　従って、かかる費用は、星野村までの旅費と採火に
係わる用具の実費です。
　採火を受けた火を如何に安全に持ち帰るかが重要な
ことですが、それにはハクキンカイロが現実的かと思
われます。
　ハクキンカイロはベンジンを燃料とするものであり、
原爆投下直後の広島市街から星野村へ運ばれた手段も
カイロによります。
　最大燃焼時間は24時間ですから、国内の移動であ
れば十分な持続時間であると考えられます。
　万一のために数個のバックアップをもつと宜しいで
しょう。
　ハクキンカイロは一個3000円程度です。

④活動の継続から出てきた成功例・失敗例
（自己分析で）

成功例

　単なる環境キャンペーンとしてのキャンドルナイトを、
境内に灯されている「原爆の火」を広げることにより、
平和の重みをゆったりとした時間の中で考えることが出
来る場にすることができました。
　また、神奈川県原爆被災者の会の方に立ち会いいた
だき、採火に併せて、「原爆被災祈念碑」の前で原爆
の火採火式並びに原爆被災者慰霊法要を厳修し、被
災者の会の方 、々キャンドルナイトに参加した皆さまに
参列していただきました。
　その差定をご紹介します。

1、開式の辞 



ＳＯＴＯ禅インターナショナル創立15周年記念　寺院運営ガイド

31

1、一通三拝
1、鼓ハツ三通 
1、読経（「原爆の火の塔」より採火） 
1、回向 
1、鼓ハツ三通 
1、神奈川県原爆被災者の会代表挨拶 
（その後、採火した火をロウソクに移し、観音像前及び
境内に並べていきました） 

失敗例

　屋外での行事のため、天候に左右される。
　そのため、風雨により火が着き難かったり、消えてし
まったりすることがあり、その対策を十分に考える必要
がある。
　火を扱う行事のため、危険のないように念入りな配慮
をおこなう必要がある。

⑤今後の展望

　キャンドルナイトは、つながりをひろげることに意義
があります。
　全国の曹洞宗寺院が連携して、同じ由来をもつ「平
和の火」を境内に灯し、同じ灯火をみつめ、環境、平
和について語り合いうことは非常に意義のあることであ

ると思います。
　地域の戦没者・原
爆被災者関係者をお招
きすることも大切なこと
でしょう。
　夏至、冬至、盆、原
爆投下の火・・・・・・
実施する日は、それぞ
れの地域、寺院の行
事に合わせて、それぞ
れの方法で実施すれ
ば宜しいと思います。
また、灯すロウソクに
ついても、法要で使っ
た後のロウソク、廃油、蜜蝋、様々な方法があります。
工夫はいくらでも可能です。
　ただ、忘れてはならないのは、単なるイベントに終わ
らせることは決してならないということです。
　山本さんが、原爆により亡くなられた叔父の「遺骨」
として、必死の思いで持ち帰り大切に供養してきた火で
あるということを常に念頭に置き、大切に扱う心構えが
必要です。
　大船観音寺では、5月19日に続き、6月22日（キャン
ドルナイト）、9月6日（ゆめ観音アジアフェスティバルに
おけるキャンドルナイト、万灯供養法要）において「原
爆の火」を境内いっぱいに灯します。お時間のある方
は是非ご参加下さい。

⑥補足資料

平成2年9月29日
条例第24号

（目的）
第１条　原爆犠牲者への弔慰と全世界から核兵器と戦
争をなくし人類恒久の平和を広く訴えるため、星野村に
平和の塔を設置し、広島原爆の火（以下「平和の火」
という。）を永遠に灯し管理するため、必要な事項を定
めることを目的とする。
（名称及び位置）
第２条　平和の塔の名称及び位置は、次のとおりとす
る。
名　称　星野村平和の塔
位　置　星野村10821番地の1
（管理）
第３条　星野村平和の塔は、総務グループにおいて管
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理する。ただし、業務の一部を委託することができる。
（使用許可）
第４条　平和の火を使用しようとする者は、村長の許
可を受けなければならない。
２　村長は、平和の火の使用を許可するときは、必要
な条件を付することができる。
（使用の制限）
第５条　次の各号の1に該当するときは、村長は平和の
火の使用を許可しないものとする。
（１）営利を目的に利用するおそれがあると認める

とき。
（２）政治活動を目的に利用するおそれがあると認

めるとき。
（３）管理上、支障があると認めるとき。
（４）前3号のほか、村長が適当でないと認めるとき。
（使用料）
第６条　平和の火の使用料は、無料とする。
（権利譲渡の禁止）
第７条　平和の火の使用許可を受けた者（以下「使用
者」という。）は、使用する権利を譲渡し、又は貸与し
てはならない。
（使用許可の取消等）
第８条　村長は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、平和の火の使用許可を取り消し、又は平和の火の
返還を求めることができる。
（１）使用目的に違反したとき。
（２）この条例又は同条例に基づく規則等に違反し

たとき。
（３）第4条各号に該当する理由が生じたとき。
（４）その他村長が適当でないと認めたとき。
２　村長は、前項の規定により平和の火の使用許可の
取消し又は返還によって使用者に損害を生じることが
あっても賠償の責を負わない。
（使用者の義務）
第９条　使用者は、星野村の指示に従い平和の火を常
に善良な方法で管理しなければならない。
（規則への委任）
第10条　この条例の施行に関し必要な事項は、別に
規則で定める。
附　則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日
から適用する。
附　則（平成5年条例第12号）
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附　則（平成7年条例第1号）
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成18年条例第19号）

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日
から適用する。

---------------------------------------------------------------------------

　1945年8月6日、人類史上初めて原子爆弾が広島に
投下されました。その火は今も星野村で燃え続けてい
ます。
　星野村出身の山本達雄さんは、当時広島から130キ
ロメートルほど東にあった軍隊の野営地で任務につい
ていました。
　その日は、山本さんは、任務により広島の近くの宇品
というところに向かうために汽車に乗っていました。8
時15分、突然大地を震わす途方もない大きな爆弾音が
…。
　汽車は止まり、乗客は大混乱。原爆が落ちたのです。
山本さんは素早く車外に飛び出し、通りかかったトラッ
クに載せてもらい、なんとか任務を果たすことができま
した。
　そして、ふと我に返った彼は、市内に住む叔父の安
否を調べるため広島市内に向かいましたが、市内に近
づくにつれて惨状は更にひどく、黒焦げの死体がそこか
しこに転がり、断末魔のうめき声と助けを求める声が
耳をつんざき、そこにはこの世のものとは思えぬ地獄
絵が描き出され、一歩も進むことができませんでした。
　戦争は終わり、半月後山本さんにも復員命令が出ま
した。叔父のことが気になる傷心の彼は再び広島市内
へ行ってみました。そして偶然にも叔父の死を知り、自
慢の子を失った郷里の祖母のなげき、悲しみに打ち砕
かれ涙に濡れた姿を思い、彼の頭は千々に乱れました。
　そして、せめて遺品になるものはなかろうか、まだく
すぶり続けている地下倉庫に降りました。そして、そこ
に燃え続けている小さな炎を発見しました。
　よし、この炎を祖母にみせてやろう。と、出征の際
身体の弱い孫の身を案じ祖母が送ってくれたカイロに
そっと転火しました。
　こうして広島の原爆の火は350キロメートル離れたこ
の星野村に運ばれ、それから火は仏壇に灯され、23年
の間、雨の日も風の日も家族みんなの手によって守り続
けられました。そして、1968年8月6日、全村民の要望
で「平和を願う供養の火として永遠に灯し続けよう」と、
村で引継ぎ「平和の塔」が建立されました。
　以来、星野村では毎年8月6日、村をあげて平和祈
念式典を続けています。

---------------------------------------------------------------------------


